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平成 25年 6月 10日 

 

平成 25年度 甲賀市一般会計補正予算（第１号）の概要 

 

 概要  

主に、以下のことについて、所要の補正を行います。 

① 議員報酬一部減額の条例が可決されたことにより議員報酬等を減額する。 

② 寄付金で寄付目的に沿った事業を実施する（小中学校や図書館の図書購入等）。 

③ 国県等の補助採択を受けた事業について必要な予算を確保する（コミュニティ助成事業、

いじめ対策等生徒指導推進事業、緊急雇用創出特別推進事業他）。 

④ ４月の人事異動に伴う非常勤職員報酬・臨時的任用職員賃金を確保する。 

 

 

 補正予算額  

  ○補正後の額 ３４,２３０,９８２千円（うち一般財源 ２４,６６０,９９７千円） 

 

 

 補正予算の主な内容  

 

・議員報酬・期末手当の減額           ▲４，１００千円（一財 ▲4,100） 

議員報酬一部減額の条例が可決されたこと等により、４～10月分の議員報酬および

議員期末手当を減額します。 

 

・宝くじコミュニティ助成事業の追加   １２，１００千円（諸収入12,100、一財 0） 

酒人区集会所建設など平成25年度コミュニティ助成事業の採択地区が決定したこ

とから、補助金を増額します。 

 

・子ども家庭支援ネットワーク事業の充実    １，３７６千円（県1,376、一財0） 

県の児童虐待防止対策緊急強化事業の採択を受け、要保護家庭への相談支援等を充実す

るための備品等を購入します。 

 

・こんにちは赤ちゃん訪問事業の充実         １３６千円（県136、一財0） 

県の児童虐待防止対策緊急強化事業補助金の採択を受け、子育て家庭の孤立を予防する

ため、乳児家庭訪問時に必要な情報提供資料を購入します。 

 

・ひとり親家庭等の支援        １，２２５千円（国192、県726、一財307） 

国県補助を受け、母子家庭高等技能訓練促進給付金を新たな対象者に支給します。 

 

 

補   正   額 
財  源  内  訳 

特 定 財 源 一 般 財 源 

３０，９８２千円 ２６，０８６千円 ４，８９６千円
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・生活保護基準改正に伴うシステム改修      ２，６９３千円（国2,693、一財 0） 

平成25年８月に生活保護の基準が改定されることから、国庫補助を受け、庁内の

電算システムの改修を行います。 

 

・緊急雇用創出特別推進事業（地場産業の支援）  ５，５５０千円（県5,550、一財 0） 

緊急雇用創出特別推進事業の採択を受け、第２回信楽まちなか芸術祭期間中に各種情

報の発信等を行うイベントＦＭ事業を委託します。イベントＦＭ開局準備や期間中の情報

発信等のため、実行委員会で１人の雇用機会を創出します。 

また、信楽焼の産地振興と信楽焼新商品ＰＲのため、信楽焼振興協議会で１人の雇用

機会を創出します。 

 

・緊急雇用創出特別推進事業（特別支援の拡充）  １，７８２千円（県1,782、一財 0） 

      緊急雇用創出特別推進事業の採択を受け、特別支援を必要とする児童に対し、登校か

ら下校まで支援できるよう、市教育委員会事務局で雇用している８人の雇用時間を延長し

ます。 

 

 ・いじめ等対応サポーターの配置           ８１２千円（県 812、一財 0） 

      県からいじめ対策等生徒指導推進事業の委託を受け、いじめ事案の早期発見、早期

対応に向けて、市内２小学校に「いじめ等対応サポーター」を配置します。 

 

  ・ご寄付による小中学校の備品購入         ６１９千円（寄附金619、一財 0） 

みなくちチャリティゴルフ大会実行委員会、㈱滋賀ゴルフ倶楽部、㈱大阪特殊鋼管製造

所からいただいた寄付金を充て、小中学校の図書や教材を購入します。 

 

  ・ご寄付による図書館の図書購入          １００千円（寄附金100、一財 0） 

市民の方からいただいた寄付金を充て、図書館の図書を購入します。 

 

  ・非常勤職員報酬と臨時的任用職員賃金の確保     ２，９８９千円（一財 2,989） 

４月の人事異動に伴い、非常勤職員報酬及び臨時的任用職員賃金の追加と科目更正を行

います。 

 

  ・公共下水道事業繰出金               ５,７００千円（一財 5,700） 

公共下水道事業特別会計の補正予算に伴う所要額を、一般会計から繰り出します。 
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平成 25年度 甲賀市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の概要 

 

 概要  

平成 17 年度の公共下水道工事により生じた訴訟について、裁判所から和解勧告が行われ

たことを受け、和解金の計上など所要の補正を行います。 

 

 

 補正予算額  

  ○補正後の額 ３，３９６，７００千円（うち一般財源 １，５１８，６０１千円） 

 

 

 補正予算の主な内容  

 

・和解金                       ４，８００千円（一財4,800） 

和解条項に基づく和解金を計上します。 

 

・その他                         ９００千円（一財900）  

和解条項に基づき、新規ルートで管路工事を実施するための測量設計費等を計上します。 

 

 

補   正   額 
財  源  内  訳 

特 定 財 源 一 般 財 源 

５，７００千円 ０ ５，７００千円
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平成 25年度 甲賀市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の概要 

 

 概要  

平成 23 年度の朝宮地区処理場施設建設工事に関する競売入札妨害事件について、契約約

款の条項に基づき相手方へ損害賠償金の支払いを求めるとともに、国及び県に対し補助金を

返還するため等の所要の補正を行います。 

 

 

 補正予算額  

  ○補正後の額 ８７５，６００千円（うち一般財源 ５２３，９３４千円） 

 

 

 補正予算の主な内容  

 

・【収入】損害賠償金                 ８，６００千円 

工事の入札について、契約相手方の役員らが競売入札妨害の罪の確定判決を受けたこと

から、契約約款の条項に基づき、相手方に対し損害賠償金の支払いを求めるため、諸収入

を計上します。 

 

・国県への返還金                  ５，１６０千円（一財5,160） 

国と県から補助金を受けて実施した事業に不正行為があったことから、規定に基づき、

損害賠償金に見合う分（６割）の補助金を国県に対し返還します。 

  

・市債の繰上償還                  ３，４４０千円（一財3,440） 

財務省から財政融資資金を借り入れて実施した事業に不正行為があったことから、借入

時の特約条項に基づき、国県への補助金返還に見合う分（４割）を繰上償還します。 

 

補   正   額 
財  源  内  訳 

特 定 財 源 一 般 財 源 

８，６００千円 ０ ８，６００千円


